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第1章 環境への負荷が少ない資源循環型社会の構築
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1－1 地球温暖化対策の推進

（1）地球温暖化問題の経緯
地球温暖化とは、人間の社会経済活動に伴い、

大気中の二酸化炭素（CO2）などの「温室効果
ガス」が増加し、地球の平均気温が上昇すること
を言います。最新の研究成果によると、温室効果
ガスの排出がこのまま続くと今世紀末には平均気
温は最高6.4℃上昇、海面水位は最高59㎝上昇す
ると予測されています。

地球温暖化を防止するため、国際的な取組が進
められており、1988（昭和63）年に政府間の公
式の場として「気候変動に関する政府間パネル」

（IPCC）が設置されました。さらに1992（平成
４）年５月に地球温暖化防止の枠組みとなる条約

「気候変動に関する国際連合枠組条約」が採択さ
れました。

同条約に基づき毎年締約国会議が開催され、特
に、1997（平成９）年に京都で開催された第３
回締約国会議（COP3）では、先進各国の温室効
果ガスの削減目標を取り決めた「京都議定書」が
採択されました。この議定書により我が国は、温
室効果ガスの排出量を2008（平成20）～2012

（平成24）年の期間に1990（平成２）年レベルよ
り６％削減することになりました。その後、
2001（平成13）年７月に開催された第６回締約
国会議（COP6）再開会合（ドイツ・ボン）にお
いて、森林のCO2吸収量の基準など京都議定書
の具体的な運用ルールについて各国の合意がなさ
れました。2002（平成14）年６月、日本も京都
議定書を批准しましたが、2005（平成17）年２
月に同議定書が発効しました。

（2）国における取組
我が国における2006（平成18）年度の温室効

果ガスの排出量は、1990（平成２）年に比べて
約6.2％増加しています。

京都議定書で定めた我が国の排出削減目標を達
成するため、1998（平成10）年に2010（平成22）
年に向けた地球温暖化対策などを定めた「地球温
暖化対策推進大綱」を策定しました。

さらに、国民、事業者、国及び地方公共団体の

温室効果ガス削減対策の推進

それぞれの責務を明らかにした「地球温暖化対策
の推進に関する法律」を1999（平成11）年に施
行しました。2002（平成14）年３月には、「地球
温暖化対策推進大綱」を見直し、京都議定書の約
束を履行するための具体的裏付けのある対策の全
体像を明らかにするとともに、同年６月には、京
都議定書批准に合わせ、地球温暖化対策推進法を
改正しています。

2005（平成17）年２月の京都議定書の発効を
受け、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づ
き、６％削減の約束を確実に達成するために必要
な措置を定めるものとして、また、2004（平成16）
年に行った地球温暖化対策推進大綱の評価・見直
しの成果として2005（平成17）年４月に「京都
議定書目標達成計画」を策定しました。また、
2008（平成20）年3月には、「京都議定書目標達
成計画（改定）」を策定しました。8.0％増加して
います。

京都議定書で定めた我が国の排出削減目標を達
成するため、1998（平成10）年に2010（平成22）
年に向けた地球温暖化対策などを定めた「地球温
暖化対策推進大綱」を策定しました。

さらに、国民、事業者、国及び地方公共団体の
それぞれの責務を明らかにした「地球温暖化対策
の推進に関する法律」を1999（平成11）年に施
行しました。2002（平成14）年３月には、「地球
温暖化対策推進大綱」を見直し、京都議定書の約
束を履行するための具体的裏付けのある対策の全
体像を明らかにするとともに、同年６月には、京
都議定書批准に合わせ、地球温暖化対策推進法を
改正しています。

2005（平成17）年２月の京都議定書の発効を
受け、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づ
き、６％削減の約束を確実に達成するために必要
な措置を定めるものとして、また、2004（平成16）
年に行った地球温暖化対策推進大綱の評価・見直
しの成果として2005（平成17）年４月に「京都
議定書目標達成計画」を策定しました。

表１－２－１ 日本の温室効果ガス排出量の推移

1990年
（百万CO2トン）

2006年度
（百万CO2トン）

伸 び 率
（％）

二酸化炭素 （CO2） 1,144 11.3

メ タ ン （CH4） 33.4 －29.2

一酸化二窒素 （N2O） 32.6 －21.7

代 替 フ ロ ン 類 51.2 －66.2

計 1,261

1,274

23.6

25.6

17.3

1,340 6.2
※ただし、1990年の代替フロン類については1995年の値
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（3）県における取組（温室効果ガス削減対策）
三重県は、地球温暖化対策の推進に関する法律

の趣旨を踏まえ、県民総参加により地球温暖化対
策に取り組むため、1999（平成11）年度に「三
重県地球温暖化対策推進計画（チャレンジ６）」
を策定して、温室効果ガスの排出量を2010（平
成22）年までに1990（平成２）年のレベルから
６％削減することを目標に各対策に取り組んでき
ました。

計画策定後６年を経過したことから、これまで
の対策の内容やその成果を検証するとともに、京
都議定書目標達成計画の内容との整合を図るた
め、平成19（2007）年３月に計画の見直しを行
い、平成22（2010）年目標を平成２（1990）年
レベルから３％削減に修正しました。

三重県の温室効果ガス排出量は、95％がCO2
であり、このCO2排出源は、産業、運輸、民生
の３部門が約93％を占めています。県内におけ
る1990年以降のCO2排出量の推移は次のとおり
です。

このことから、三重県の温暖化対策は、産業・
運輸・民生の３部門におけるCO2の排出削減を
主体として進めています。

① 産業部門の対策
平成13（2001）年３月に公布した三重県生

活環境の保全に関する条例において、エネルギ
ー使用量の多い一定規模以上の工場等を対象と
して、温室効果ガスの排出削減などに関する計
画（地球温暖化対策計画書）の作成と知事への
提出・公表を規定しました。平成14（2002）
年５月には、「三重県地球温暖化対策作成指針」
を作成し（平成17（2005）年２月に改正）、対
象事業所に対して、説明会の開催等により計画
策定を促しました。

平成16（2004）年度から各工場を訪問し、
計画のフォローアップを実施しています。

② 運輸部門の対策
三重県生活環境の保全に関する条例におい

て、一定規模以上の駐車場の管理者等に対し、
利用者へのアイドリングストップの周知を規定
するとともに、自動車の使用者に対し、駐車時
のアイドリングストップを規定し、自動車から
のCO2等の排出削減を進めています。

③ 民生部門の対策
平成16（2004）年度から地球温暖化防止活

動の拠点として、地球温暖化対策の推進に関す
る法律に基づき、「三重県地球温暖化防止活動
推進センター」を指定しています。また、地域
における活動の推進役として「地球温暖化防止
活動推進員」を県内で65名委嘱しています。

平成13（2001）年度から、県民に対して、
無駄な電気の使用を控えるなどの省エネ行動を
促す「エコポイント」事業を実施していますが、
平成17（2005）年度から民間の事業者と連携
した新しい仕組みを開始し、温暖化対策の普
及・啓発に努めています。

さらに、県は地球温暖化対策の推進に関する
法律に基づき、平成11（1999）年度に認証取
得したISO14001の取組との整合を図り、県自
らの事務・事業から排出する温室効果ガスの削
減に取り組むため、平成13（2001）年３月に

「三重県庁地球温暖化対策率先実行計画」を作
成し、全庁的な取組の推進と進行管理を実行し
ています。この結果、平成16（2004）年度末
までに平成２（1990）年度比で7.9％削減する
目標に対して、平成16（2004）年度実施で
7.5％削減しました。また、対象範囲等を見直
した第２次計画を平成17（2005）年10月に策
定し、より一層の取組を推進しています。

また、地球温暖化対策に率先して行政が取り
組むため、県内の市町等に対して地球温暖化対
策の推進に関する法律に規定する実行計画の策
定を働きかけています。

1－2 フロン対策の推進

（1）オゾン層の保護
オゾン層の破壊は、冷蔵庫やエアコンの冷媒、

断熱材の発泡剤、プリント基板の洗浄剤などとし
て広く使用されてきたフロン（クロロフルオロカー
ボン等）が成層圏に達してから分解し、生じた塩
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表１－２－2 県内の二酸化炭素（CO2）排出量の推移
（単位：千ｔ－CO2）

1990
15,050
4,154
1,846

1,686
2,152

24,888

2003
15,398
4,620
2,398

2,773
2,026

27,215

2004
15,899
4,461
2,409

2,953
2,3６８

28,090

2005
15,575
4,6６1
2,327

2,807
2,328

27,698
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ア 「公共施設等への新エネルギーの導入指針」
による率先導入

この指針は、県の施策方針として新エネルギ
ーを県の施設へ率先導入するため、各部が取り
組むべき内容を示したものです。

平成19（2007）年度には、県の公共施設等
へ30kWの太陽光発電設備を導入し、累計
1,001kWとなりました。

イ 新エネルギーの普及支援事業の実施
県内への新エネルギー導入を促進するため、

住宅に太陽光発電設備等を設置する個人や小規
模な新エネルギー設備を設置する事業者や市町
に対して導入支援事業を実施しています。家庭
用新エネルギー普及支援事業については、平成
19（2007）年度より、県内全２９市町と連携
し、普及啓発と組み合わせた制度により実施し
ています。

この結果、平成19（2007）年度は当事業に
より533件の住宅で計1,880kW、３事業所で
9kWの太陽光発電設備が設置されました。

ウ 新エネルギーの普及啓発
クリーンエネルギーフェアを開催するととも

に、市町新エネルギー担当者を対象とした研修
会の開催や小学生を対象とした新エネルギー教
室等により、新エネルギーの普及啓発を行いま
した。

また、「三重県新エネサポーター制度」を活
用し、普及啓発の体制充実を図りました。

（2）水力発電の推進
洪水調整や都市用水供給等を目的として建設さ

れるダムに従属して、放流水のエネルギーを有効
利用する自然循環によるクリーンなエネルギーの
開発を進めています。

平成19（2007）年度の供給電力量は約21,120
万ｋｗｈでした。

3－2 未利用エネルギーの利用促進

（1）ＲＤＦ焼却・発電事業の推進
可燃性ごみを固形燃料（ＲＤＦ）化し、有効利

用するＲＤＦ化構想を、市町と一体になって進め
ています。

この取り組みの中で、県は市町で製造されたＲ
ＤＦの安定的な受け皿として、三重ごみ固形燃料
発電所（ＲＤＦ焼却・発電施設）を管理運営して
います。

三重ごみ固形燃料発電所は、平成15（2003）
年８月に発生したＲＤＦ貯蔵槽爆発事故のため運
転を停止していましたが、平成16（2004）年３
月から８月にかけて安全対策を講じた上で試運転
を行ない、平成16（2004）年９月から運転を再
開しています。

平成19（2007）年度の供給電力量は約5,477万
ｋｗｈでした。

（ア） ＲＤＦ処理能力
240ｔ／日

（イ） 発電能力
12,050 kW




